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知っていますか？「ヘルプカード」知っていますか？「ヘルプカード」

　ヘルプカードとは、障がいなどがあり、自分から「困った」「手助けして

ほしい」となかなか伝えられないかたが、あらかじめ配慮してほしいことなどを

記入し、日常生活や緊急時、災害時などに周囲の人に手助けを求めたいときに提示することで、手助けを求めや

すくするカードです。ヘルプカードは、「手助けがほしい人」と「手助けできる人」をつなぐカードです。

問障がい者支援課（☎017－734－5319）

●障がいのある人が困っていたら…

●ヘルプカードの活用場面

聴覚障がいや内部障がいなど、

外見からは障がいがあることが

分かりにくい場合があります。

『ヘルプカードを持っていて、

何か困っているような人』を見

かけたら、「何かお手伝いをす

ることはありますか？」と声を

かけましょう。皆さんのご理解

とご配慮をお願いします。

道に迷ったとき、パニックや発作、

体調が悪くなったときは、短い言葉

で優しく声をかけてください。

ヘルプカードにはパニックや発作の

際の対処法などを書いています。

災害が発生したとき、災害により避難行

動が必要なときは、落ち着けるように、

優しい言葉で具体的にゆっくり状況を伝

えてください。安全確保を優先して連絡

先に連絡をしてください。

緊急の
とき

災害の
とき

ヘルプマーク
「ヘルプマーク」を身に付けたかたを見かけた場合

は、困っているようであれば声をかけるなど、思い

やりのある行動をお願いします。

　

市
で
は
、
離
婚
や
未
婚
、
遺
棄

な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た
は
母
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
を

養
育
し
て
い
る
家
庭
に
「
児
童
扶

養
手
当
」
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

７
月
11
日
（
火
）
は
、
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
日
で
す
。
※
５
・

６
月
分
の
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

●
転
出
入
、
対
象
児
童
に
増
減
が

生
じ
た
（
出
生
、
児
童
の
施
設

入
所
な
ど
）、
受
給
資
格
が
な

く
な
っ
た
（
子
を
養
育
し
な
く

な
っ
た
、
婚
姻
、
異
性
と
の
同

居
な
ど
）、
公
的
年
金
を
受
給

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ど
の

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や

か
に
届
出
し
ま
し
ょ
う
。

●
令
和
４
年
度
の
「
児
童
扶
養
手

当
現
況
届
」
が
未
提
出
ま
た
は

書
類
不
備
の
か
た
は
、
令
和
５

年
１
月
振
込
分
か
ら
の
手
当
が

差
し
止
め
と
な
っ
て
い
ま
す
。

必
ず
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
４
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３
）

７
月
11
日
は

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
日

子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
・

学
習
応
援
事
業

参
加
者
募
集
中
！

　

ひ
と
り
親
家
庭
や
生
活
保
護
・

就
学
援
助
を
受
給
し
て
い
る
家
庭

の
中
学
生
を
対
象
に
、
教
員
経
験

者
な
ど
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
学
習
応

援
や
相
談
対
応
な
ど
を
行
う
ほ

か
、
仲
間
と
出
会
い
、
交
流
の
場

と
な
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

時
月
～
金
曜
日　

午
後
４
時
30
分

～
７
時
30
分
（
利
用
す
る
曜
日

と
時
間
は
ス
タ
ッ
フ
と
の
相
談

に
よ
り
決
定
）

所
中
心
市
街
地
（
申
込
時
に
お
知

ら
せ
）

対
市
内
在
住
の
ひ
と
り
親
家
庭
な

ど
、
生
活
保
護
受
給
世
帯
、
就

学
援
助
受
給
世
帯
の
中
学
生

（
定
員
40
人
に
達
し
た
場
合
、

募
集
を
終
了
）

料
申
無
料
／
子
育
て
支
援
課
ま
た

は
浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課
へ

問
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
３
４
）
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【対象者】本市に住所があり、

各種健康保険に加入している

０歳～中学３年生の子ども
※青森市国民健康保険加入の

　０歳児は、保護者の所得制限

がありません。

子ども医療費助成

【対象者】本市に住所があり、各種健康保険に

加入している

・ひとり親家庭の父または母及び子ども
・父母のどちらかが重度心身障がい者である
家庭の障がい者ではない父または母及び子
ども

・父母のいない子ども
　※子どもは18歳までの未婚者に限ります。

ひとり親家庭等医療費助成

問国保医療年金課（☎017－734－5345）、浪岡振興部健康福祉課（☎0172－62－1153）

　市では、「子ども医療費」「ひとり親家庭等医療費」助成として、対象者が医療機関などで受診した際の保険診療

に係る医療費のうち、自己負担分を助成しています。

　助成を受けるには事前の申請が必要です。また、所得制限などの要件があります。

子ども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成

　

７
月
13
日
（
木
）
に
、
納
税（
入
）

通
知
書
な
ど
を
送
付
し
ま
す
。
年

度
内
に
納
付
方
法
が
変
更
と
な
る

か
た
に
は
、
納
税
（
入
）
通
知
書

と
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
の
両
方

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

○
納
付
が
困
難
な
と
き
は
ご
相
談
を

　

失
業
、
倒
産
、
災
害
な
ど
特
別

な
事
情
に
よ
っ
て
納
付
が
困
難
な

と
き
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
申
請

に
よ
っ
て
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

○
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故

に
よ
り
青
森
市
に
転
入
さ
れ
た

か
た
へ

　

申
請
に
よ
っ
て
減
免
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
※
令
和

４
年
度
に
減
免
を
受
け
た
か
た

で
、
引
き
続
き
減
免
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
改
め

て
申
請
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
い
要
件
や
必
要
書
類
に
つ

い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

は
、
原
則
、
納
期
限
の
過
ぎ
た

令
和
５
年
度
国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
納
税（
入
）通
知

書
な
ど
を
送
付
し
ま
す

期
別
の
税
額
は
減
免
対
象
か
ら

除
か
れ
る
た
め
、
お
早
め
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
災

害
、
疾
病
な
ど
の
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
納
期
限
の
過
ぎ
た

期
別
の
税
額
も
減
免
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

○
臨
時
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

時
７
月
14
日
（
金
）～
31
日
（
月
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
６
時

（
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
）

所
ア
ウ
ガ
６
階
会
議
室

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
０
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

令
和
５
年
度

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書

な
ど
を
送
付
し
ま
す

　

７
月
５
日
（
水
）
に
、
介
護
保

険
第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以

上
）
の
令
和
５
年
度
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
な
ど
を
送
付
し
ま

す
。
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
介
護
保
険
料
の
納
付
を
忘
れ
ず
に

　

介
護
保
険
制
度
は
、
高
齢
化
が

進
む
中
、
介
護
の
負
担
を
社
会

全
体
で
支
え
合
う
た
め
の
制
度

で
す
。

　

特
別
な
事
情
が
な
く
介
護
保
険

料
を
滞
納
す
る
と
、
将
来
介
護
が

必
要
と
な
っ
た
と
き
に
、
保
険
の

給
付
が
制
限
さ
れ
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
時
の
負
担
が
大
き
く
な
り

ま
す
。

　

納
入
通
知
書
で
納
め
る
か
た
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
介
護
保
険
料
の
減
免
制
度

　

経
済
的
理
由
な
ど
で
生
計
維
持

が
困
難
な
か
た
は
、
申
請
に
よ
っ

て
介
護
保
険
料
の
減
免
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
、
納

期
限
を
迎
え
る
前
の
保
険
料
で

す
。
減
免
の
要
件
な
ど
、
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

る
か
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

○
臨
時
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

時
７
月
７
日
（
金
）～
21
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
６
時

　
（
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
）

所
ア
ウ
ガ
６
階
会
議
室

問
介
護
保
険
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
６
５
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
３
４
）

現在、助成を受け、所得
が限度額内にあるかたに
は、新しい医療証または
受給資格証を７月末まで
に郵送します。

国保医療年金課　村上国保医療年金課　村上

掲載の内容は、６月５日時点の情報をもとに作成しています。イベントなどは中止・延期・変更となる場合が
ありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。
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